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平成２３年度第１回政治資金適正化委員会 

 

（開催要領） 

１．開催日時：平成２３年４月５日（火） １３時３０分～１４時３０分 

２．場  所：総務省 ８階 第４特別会議室 

３．出席委員：上田廣一、小見山満、日出雄平、谷口将紀、牧之内隆久の各委員 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 題 

（１）平成２３年度政治資金適正化委員会審議事項について 

（２）登録政治資金監査人登録申請書類チェックリストについて 

（３）政治資金監査に関するＱ＆Ａについて 

（４）登録政治資金監査人の登録者数及び研修等について 

（５）その他 

３．閉 会 

 

（配付資料） 

資料１ 平成２３年度政治資金適正化委員会審議事項（案） 

資料２ 登録政治資金監査人登録申請書類チェックリスト 

資料３ 政治資金監査に関するＱ＆Ａ 

資料４ 登録政治資金監査人の登録者数及び研修等の実施状況 

資料Ａ 政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会の説明内容等について 

 

（本文） 

【高田事務局長】  それでは委員会の開催に先立ちまして、私から委員の皆様方のご紹

介をさせていただきます。私は委員会事務局長の高田でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 では、私からご紹介させていただきます。 

 まず、上田廣一委員でございます。 
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【上田委員】  どうぞよろしくお願いします。 

【高田事務局長】  小見山満委員でございます。 

【小見山委員】  小見山でございます。よろしくお願いします。 

【高田事務局長】  日出雄平委員でございます。 

【日出委員】  日出でございます。よろしくお願いします。 

【高田事務局長】  谷口将紀委員でございます。 

【谷口委員】   谷口でございます。 

【高田事務局長】  それから、牧之内隆久委員でございます。 

【牧之内委員】  どうぞよろしく。 

【高田事務局長】  では、続きまして、事務局の幹部職員と、それから政治資金規正法

を所管いたします選挙部の幹部職員を紹介いたします。 

  まず、事務局参事官の村手でございます。 

【村手参事官】  村手でございます。よろしくお願いいたします。 

【高田事務局長】  政治資金課長の大泉でございます。 

【大泉政治資金課長】  大泉でございます。よろしくお願いいたします。 

【高田事務局長】  収支公開室長の高橋でございます。 

【高橋収支公開室長】  高橋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【高田事務局長】  支出情報開示室長の羽生でございます。 

【羽生支出情報開示室長】  羽生でございます。よろしくお願いします。 

【高田事務局長】  なお、政党助成室長の中村でございますが、本日は欠席をさせてい

ただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、ただいまから平成２３年度第１回政治資金適正化委員会を開催いたしたい

と存じます。委員の皆様方には大変ご多用のところ、ご出席を賜りまして、まことにあ

りがとうございます。 

  本日の委員会でございますけれども、次第の１番にございますように、本日、委員長

の互選をいただくということになります。それまでの間、私のほうで進行させていただ

きたいと存じます。 

  それではまず、政治資金適正化委員会に関する政治資金規正法の規定でありますとか、

あるいは、これまでの委員会において定められました諸規程につきまして、参事官の村

手から説明をさせていただきます。 
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【村手参事官】  それでは私から、若干お時間いただきまして、規程類のご説明をさせ

ていただきます。 

  それでは、まずは法律の規定でございますけれども、お手元に白表紙の「政治資金監

査関係法令集」がございますが、その２６ページからご説明をさせていただきたいと思

います。 

  ２６ページの第１９条の２９以降に、政治資金適正化委員会の条文がございます。 

  第１９条の２９については、総務省にこの委員会を置くと定められておるわけでござ

います。 

  第１９条の３０が所掌事務でございます。次に掲げる事務をつかさどるといたしまし

て、各号で事務を列挙しております。１号は、第１２条第１項が定期分、第１７条第１

項が解散分でございますが、その収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めるこ

と。第２号、登録政治資金監査人の登録に関すること。第３号、登録政治資金監査人に

係る研修を行うこと。第４号、政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。第５

号、登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助

言を行うこと。第６号、第１９条の１６第５項に規定する権利の濫用または公の秩序若

しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。第

７号、前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき、委員会に属さ

せられた事務でございます。第２項といたしまして、委員会は必要があると認めるとき

は、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議するこ

とができると定められております。 

  第１９条の３１でございますが、委員５人をもって委員会は組織すると。非常勤とい

うことが定められてございます。 

  第１９条の３２は、委員についてでございますが、学識経験のある者のうちから、国

会の議決による指名に基づいて総務大臣が任命するということでございます。また、３

項には、委員の任期は３年ということで定められてございます。 

  第１９条の３３、委員長でございますが、委員会に委員長を置き、委員の互選によっ

て委員のうちからこれを定めるとございます。第２項でございますが、委員長は会務を

総理し、委員会を代表する。第３項でございますが、委員長に事故があるときは、あら

かじめ、その指名する委員がその職務を代理するとございます。 

  会議、第１９条の３４でございますが、委員会は委員長が招集いたします。委員会は
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委員長及び２人以上の委員の出席を必要要件としてございます。委員会の議事は過半数

でこれを決し、同数のときは委員長の決するところによるとございます。また、委員長

に事故がある場合の第２項の規定の適用については、前条第３項に規定する委員、職務

代理者については委員長とみなすという規定がございます。 

 第１９条の３５、委員会はその所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係行政機関の長、都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明

その他の必要な協力を求めることができるとございます。また、委員会は第２項でござ

いますが、その所掌事務を遂行するため、特に必要があると認めるときは、第１項に規

定する者以外の者であって、政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を

依頼することができるとございます。 

  第１９条の３６で事務局を置いてございます。 

  また、第１９条の３７で組織運営に関し、必要な事項は政令で定めるということとし

てございまして、その政令が７８ページの第１６条でございます。議事の手続、その他

政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項は、政治資金適正化委員会が定めると、

こう書いてございます。 

  続きまして、委員会で定めていただいた規程類をご説明したいと思います。紙ファイ

ルでご説明をさせていただきたいと思います。 

  紙ファイルを１枚めくっていただきますと、関係資料ということで、政治資金規正法

改正関係と、政治資金適正化委員会関係ということで、大きく２つの編に分けさせてい

ただいてございます。 

  前者の政治資金規正法改正関係については、改正時の議論、また、その資料等でござ

います。今回は、政治資金適正化委員会関係の規程類についてご説明をしたいと思いま

す。１１番から順にご説明をしていきたいと思います。 

  １１番でございますが、政治資金適正化委員会規程でございます。委員長の互選の方

法を第２条で定めております。委員長の互選は無記名投票でこれを行い、最多数を得た

者を当選者とする。得票同数の者が２人以上あるときは、くじで当選者を定めるとあり

ます。第２項として、委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推

選の方法を用いることができる。第３項といたしまして、指名推選の場合においては、

被指名者をもって、当選者と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者

をもって当選者とするとあります。 
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  委員長の任期は委員の任期とするとございます。会議の招集については、第５条、委

員長は会議を招集するときは、その日時、場所、議題、その他必要な事項を定めて委員

に通知するとあります。 

  委員の欠席の場合ということですが、第６条、会議を欠席する委員は、代理人を会議

に出席させ、他の委員に議決権の行使を委任することはできないとございます。 

  審議の内容の公表について、第７条でございますが、委員長又は委員長の指名する者

は、会議の終了後、必要に応じて、記者会見を行い、会議における審議の内容等を公表

するとしてございます。 

  また、議事要旨について、第８条でございますが、会議の終了後、速やかに委員長は

当該会議の議事要旨を作成し、これを公表するとございます。ただし、委員長が必要と

認めるときは、議事要旨の一部又は全部を公表しないものとすることができるとござい

ます。 

  次に第９条でございますが、委員長は会議の議事録を作成し、会議に諮った上で、一

定期間を経過した後にこれを公表する。ただし、委員長が必要と認めるときは、議事録

の一部又は全部を公表しないものとすることができるとございます。 

  次に１２番でございますけれども、政治資金適正化委員会における情報の公開等に係

る運営細則でございます。第１条、審議の内容等の公表ということでございますけれど

も、先ほどの第７条の規定により、審議の内容等を公表するために行う記者会見は、委

員会運営の節目においては、委員長に行っていただいて、それ以外の場合は、委員長の

指名により事務局長が行うとしてございます。また、この中で会議での意見の紹介等を

行う際は、原則として、発言者の氏名を伏せるということとする取り扱いにしてござい

ます。 

  また、第３項でございますが、この場合は、会議において配布された資料も併せて公

表するとございます。ただし、資料の提出者の同意が得られないときその他委員長が必

要と認めるときは、資料の一部又は全部を非公表とすることができるとございます。 

  議事要旨の公表方法でございますが、第２条でございます。会議が開催された翌日か

ら起算して３日以内に公表するよう努めなければならないとしてございます。また、議

事録の公表については、委員会規程の第９条に一定期間経過後公表するとございますが、

運営細則の第３条にその一定期間は６年間と定めてございます。これは委員の任期を再

任していただいた場合のことを考えながら、委員の任期の倍の６年ということとしたも
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のでございます。 

  公表に当たっての留意事項ということで、公表された範囲を超えて、審議の内容等を

対外的に明らかにしてはならない。また、公表方法といたしまして、事務局において一

般の閲覧に供するとともに、コンピューターネットワークに掲載するとございます。 

  １３番でございます。政治資金監査に関する研修実施要領ということでございます。

登録政治資金監査人は、法定研修を行わなければ政治資金監査を行うことができないわ

けですけれども、その要領を定めたものでございます。２番、研修対象者として登録政

治資金監査人とございまして、３番に研修時間、内容を定めてございます。研修に要す

る時間は全体で３時間程度、講義時間は２時間半程度でございまして、その内容、時間

配分は、次のとおりとするとございます。また、４番、次のページでございますけれど

も、研修の実施ということで、２方法を定めております。集合研修の方式と個別研修の

方式を定めております。個別研修については、昨年度、平成２２年度から開始をしてご

ざいます。５番について研修受講の手続を定めてございまして、６番が研修受講者の遵

守事項を定めており、７番の研修の修了した者が８番で修了証書の交付を受けるという

ことになります。そうしますと、９番で名簿の登録ということをするということになり

ます。この研修修了者については、名簿に、研修の修了年月日を付記するとともに、原

則としてホームページにおいて修了の有無を公告するという取り扱いにしてございます。 

 この５ページ以下に、諸様式を定めさせていただいております。 

  １４番でございますが、研修実施細則ということで、研修受講者の取扱い、また、研

修手数料の取扱いについて細目を定めたものでございます。 

  １５番でございますが、登録政治資金監査人の登録等に係る必要事項及び様式という

ことで定めたものでございます。１番と２番の登録政治資金監査人名簿と登録政治資金

監査人登録申請書については、施行規則、省令の規定による様式でございまして、委員

会で決定をいただいたものでございます。 

  その他、申請関係書類、通知関係書類についても、参考までに添付をしてございます。 

  １６番でございますが、政治資金規正法施行規則第１４条の５第１項第５号の政治資

金適正化委員会が必要があると認めたものの決定についてということでございますが、

これについては登録申請の際に、添付するものとして求められているものの第５号に、

必要があると認めたものというものが書いてございます。これについて定めたものでご

ざいますが、この定めについては、外国人であるときは、同項第２号第３号の規定にか
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かわらず、外国人登録法の規定による外国人の登録を証する書面とするとしてございま

す。 

  次に１７番でございます。登録政治資金監査人証票の忘失の公告についてということ

でございます。監査人証票を忘失した場合、その場合、その旨の提出があったときにつ

いては、遅滞なく公告するということを定めていただいたものでございます。 

  次に１８番でございます。政治資金監査研修修了証明書の交付についてということで、

登録政治資金監査人のほうから、監査研修の修了証明書を出してほしいという要望を受

けて、様式等を定めたものでございます。 

  １９番でございますが、政治資金適正化委員会における取組み及び検討状況について

の取りまとめということで、第１期での委員会での活動、検討状況、取組みといったも

のを総括的に取りまとめたものでございます。後でご覧いただきたいと思います。 

  ２０番については、政治資金収支報告書の要旨の公表に当たって、政治資金監査を受

けた収支報告書の要旨が昨年の１１月末までに公表されたわけでございますが、そのと

きの関係の報道資料でございます。 

  以上でございます。 

【高田事務局長】  今ほどの説明に何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは次第の１番でございます、委員長の互選についてに入りたいと思います。 

  選任方法につきましては、今ほどもございましたけれども、委員会規程に基づきまし

て、投票の方法、または委員に異議がないときには指名推選の方法を用いるということ

になってございます。選任方法でございますけれども、いかがいたしましょうか。 

（「指名推選」の声あり） 

【高田事務局長】  それでは、ただいま指名推選というご発言ございましたので、それ

に基づきまして、互選の方法で進めたいと存じます。 

  では、指名推選ということになりますと、今ほどの委員会規程の該当規定によりまし

て、委員長互選をしていただくということになりますけれども、どなたかご指名ござい

ますでしょうか。 

【牧之内委員】  引き続き上田委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【高田事務局長】  上田委員にというご発言ございましたが、ご異議はございませんで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【高田事務局長】  よろしいでしょうか。それでは、ご異議がないということでござい

ますので、上田委員が委員長に互選をされました。 

  では、以後の議事につきましては、上田委員長にお願いをしたいと思います。恐れ入

りますが、委員長席へお願いしたいと思います。 

【上田委員長】  ただいま委員長に選任されました上田でございます。大変な重責では

ございますが、委員の皆様のご協力を得て、政治資金適正化委員会の円滑な運営に最善

の努力を払ってまいる所存でございますので、どうかよろしくお願いいたします。 

  それでは、委員長職務代理者の指名についてでございますが、委員長職務代理者につ

きましては、先ほどご紹介がございましたように、政治資金規正法第１９条の３３第３

項の規定により、委員長が指名することとされております。私から小見山委員を指名さ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【小見山委員】  よろしくお願いいたします。 

【上田委員長】  それでは、ただいまから平成２３年度第１回政治資金適正化委員会を

開催いたします。 

  議事に入る前に、平成２２年度第６回委員会の議事録についてでございます。事前に

平成２２年度第６回政治資金適正化委員会に出席された各委員からご意見を賜ったもの

を事務局からお渡しさせていただきましたが、第６回委員会の議事録について、ご異議

ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【上田委員長】  ご異議がないようですので、６年後の公表まで、事務局において適切

に管理していただきたいと思います。また平成２２年度第７回委員会の議事録につきま

しては、お手元にお配りしております。また、池田前委員にもお配りしております。ご

意見等ありましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。 

  それでは、第１の議題「平成２３年度政治資金適正化委員会審議事項について」、説明

を参事官にお願いいたします。 

【村手参事官】  それでは、私から資料１に基づいてご説明させていただきます。 

  まず、第１番目に、政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会の実施というこ

とでございます。平成２２年度から新規にフォローアップ説明会を開催させていただい

ておりますが、大変好評を得ておるところでございます。引き続き、２３年度もこのフ

ォローアップ説明会を実施して、適確な監査の実施に資していきたいと考えております。 
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  審議スケジュールでございますけれども、２３年３月の委員会におきまして、フォロ

ーアップ説明会の実施計画（上半期）を決定いただきまして、今、上半期についての募

集を始めております。４月４日、昨日から始めておりますけれども、結構申し込みが多

くございまして、東京会場、大阪会場、もう満杯といった状況になってきてございます。 

  そのフォローアップ説明会の説明内容を４月から６月までの間にご検討いただきたい

と考えてございます。そして６月から９月まで、上半期の説明会を実施いたしまして、

また、下半期につきましても、８月ごろに実施計画を決定いただいて、１０月から１２

月にフォローアップ説明会（下半期）を実施してまいりたいと考えております。 

  ２番目に、登録政治資金監査人への指導・助言機能の充実・向上でございます。登録

政治資金監査人の方々から寄せられます質疑等や収支報告書の記載方法に係る質疑等に

一層的確に対応できる態勢を整備してまいりたいと考えております。また、これらの質

疑等に基づいて、必要に応じ、政治資金監査のマニュアル改定とか、見解の表明、収支

報告書の記載方法に係る基本的な方針の表明、「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の充実、

チェックリストの充実などを行ってまいりたいと考えております。 

  また、関係士業団体のご協力も得ながら、登録政治資金監査人等に周知すべき事項に

ついて、より効果的な周知方法を検討してまいりたいと考えております。 

  審議スケジュール（案）といたしましては、２３年４月、この委員会において、登録

政治資金監査人登録申請書類のチェックリストについてご審議いただきたいと考えてお

りまして、これを公表してまいりたいと考えております。 

  また、９月ごろ、政治資金監査報告書のチェックリストを公表してまいりたいと考え

ております。 

  また、２３年分の収支報告書の政治資金監査の本格的な開始が１月からということで

ございますので、それを一定の区切りとして考慮しつつ、この１２月までに一定の指導・

助言機能の充実・向上といったものをしていきたいと考えております。 

  ３番のその他でございますが、「政治資金適正化委員会における取組及び検討状況に

ついての取りまとめ」を踏まえまして、政治資金の収支の報告及び公開に関し検討すべ

き重要事項等についても引き続き検討を進め、必要に応じて委員会の見解を公表すると

いった形にしていきたいと思います。 

  このほか、「研修の実施計画（下半期）」などについても、ご審議を適宜行ってまいり

たいと思っております。 
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  よろしくお願いいたします。 

【上田委員長】  ありがとうございました。この件につきまして、ご質問、ご意見等ご

ざいましたら、どうぞご発言いただきたいと思います。ご意見ございますか。 

【牧之内委員】  ありません。 

【上田委員長】  それでは、原案どおりにすることといたしたいと思いますが、よろし

ゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

【上田委員長】  では、そのように決定いたします。 

  次に、順番を変えまして、第５の議題「その他」としての資料Ａの説明を事務局にお

願いします。参事官。 

【村手参事官】  一番最後にございます、委員限り資料のＡというペーパーをご覧いた

だきたいと思います。 

  先ほどご審議いただきました今年度の審議事項の中で、まず最初に、４月から６月と

いうことで、フォローアップ説明会の説明内容についてご審議いただくということでご

ざいます。 

  まず、１つ目の丸でございますけれども、２２年度の第７回の適正化委員会において、

フォローアップ説明会を２３年度も引き続き実施することとしていただいたところでご

ざいます。 

  実際に作成・提出された２１年分の政治資金監査報告書を見てみますと、まだまだマ

ニュアルの趣旨が徹底されていないような記述がされているものも散見される実態も明

らかになっているところでございます。 

  そこで、平成２２年度フォローアップ説明会の参加者から寄せられております、「より

多くの事例を知りたい」とか、「公職選挙法等関連法令の基礎知識を取得するためのセミ

ナーに参加したい」といったご意見も出てございますので、そうした意見も踏まえて、

政治資金監査を行うに当たっての留意事項等を具体的事例を用いて説明するとともに、

政治資金監査人から寄せられる質疑等に対応するといった新しい試みも入れまして、よ

り適確な政治資金監査の実施に寄与していこうと考えてございます。 

  このフォローアップ説明会の説明資料（構成案）でございますが、２部に分けまして、

第１部で平成２１年分の政治資金収支報告の概要について全体をつかんでいただきたい

ということで、２１年分の総務大臣分、都道府県選管分の収支報告書の提出状況及び全
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体の収支の状況をご説明したらどうか。また、第２部で政治資金監査を行うに当たって

の留意点等について、政治資金監査マニュアルの項別に留意すべき点といったものを出

しながら、実例を交えてご説明をすると、こうした形の説明ぶりにしたらどうかと考え

てございます。 

  裏ページに渡りまして、説明概要として、上記の各項目について、法令やテキストの

内容を再確認するとともに、次の点を盛り込みつつ、具体的事例を用いて説明するとし

てございます。 

  実際に作成・提出された政治資金監査報告書の記載内容の調査結果ですとか、政治資

金適正化委員会が今までに示した見解ですとか、監査人から寄せられた質疑等、また公

職選挙法の基礎知識、用語の解説といったものも盛り込んでまいりたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

【上田委員長】  この件につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、どうぞご発

言いただきたいと思います。本議題についてはよろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

【上田委員長】  では、次に第２の議題に戻りまして、「登録政治資金監査人登録申請書

類チェックリストについて」、説明を事務局にお願いします。参事官、お願いします。 

【村手参事官】  それでは、資料２に沿ってご説明をいたします。 

  資料２の参考に「登録政治資金監査人登録申請（記入例）」といった紙がございます。

この登録申請書をもって申請をしていただくわけでございますが、結構今までの経験か

らいたしますと、３年間やってまいりまして、間違いが結構あるという項目がございま

す。その項目がありますと、登録がどんどん遅れていくということにもなりますから、

しっかり申請する段階においてチェックをしていただくようなチェックリストを作った

らどうかということで、ご提案するものでございます。 

  資料２でございますけれども、具体的な、技術的な事項を掲げております。 

  登録申請書については、まず印紙について、収入印紙１万５,０００円が貼ってあるか、

消印がされていないか、また日付が記入されているか、氏名について自署、押印されて

いるかどうか、また氏名、本籍、生年月日が戸籍抄本と同じか、振り仮名が記入されて

いるかどうか、性別が記入されているかどうか、住所欄の郵便番号が記入されているか、

住所について住民票の住所と同じかどうか、電話番号が記入されているかどうか。 
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  また、士業のいずれかに該当する旨の項では、添付の証明書と同じ士業に丸がついて

いるのか、取得年月日、登録年月日については、添付の士業の証明書の登録年月日と同

じか、資格番号については、またその添付の証明書の登録番号と同じかといったことを

チェックしていただく。 

また、事務所についての記入欄、これも結構間違いがあるということでございます。

法人の主たる事務所に勤務している場合につきましては、この欄の、イの主たる事務所

欄のみに記載されているかどうか、名称について、士業団体に登録されている名称が記

入されているかどうか、所在地欄の郵便番号、所在地、所在地欄の電話番号についても

正しいものが記入されているかどうかといったことをチェックいただく。 

  ②の、法人の従たる事務所に勤務している場合については、イの主たる事務所欄と従

たる事務所欄両方に記載されているかどうかといったことをチェックしていただいた上

で、主たる事務所、従たる事務所について、それぞれ確認をいただく。 

  また、それ以外の場合でございますが、その場合はロの事務所欄のみに記載をしてい

ただくということになりますが、その場合の名称、郵便番号、所在地、電話番号につい

ても確認をいただくということでございます。 

  宣誓書については、日付が記入されているかどうか、住所が登録申請書と同じか、氏

名について自署、押印されているかどうか。 

  また、申請書の写真２枚でございますけれども、サイズについて、写り方について、

裏面に氏名が記入しているかどうか、撮影日が３カ月以内に撮影したものかどうか、枚

数について２枚かどうかといったことをチェックしていただく。 

  また、戸籍抄本、住民票、それから士業の証明書については、申請日から３カ月以内

のものかどうかといったものをチェックしていただく等のチェックリストを用意させて

いただきました。 

  よろしくお願いします。 

【上田委員長】  この件につきまして、ご質問、ご意見ございますでしょうか。非常に

細部にわたって丁寧にチェックリストを作っていただいたと思います。原案どおりにす

ることといたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

【上田委員長】  それでは、原案どおりに決定、可決することといたしたいと思います。 

  次に、第３の議題「政治資金監査に関するＱ＆Ａについて」、説明を事務局にお願いし
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ます。参事官、お願いします。 

【村手参事官】  それでは、資料３にしたがいまして、ご説明を申し上げます。 

  資料３の一番最後のページですが、参考として書かれたページからご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

  条文が並べてあるペーパーでございますが、真ん中あたりに（参考）といたしまして、

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律が引いて

ございます。これは阪神・淡路大震災のときにつくられた法律でございまして、この第

４条に期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置が定められております。 

  政令で指定する特定災害において、政令で特定災害の発生日から起算して４月を超え

ない範囲内において免責期限を定めることができる。その免責期限が到来する日の前日

までに特定義務が履行されたときには、責任は問われないものとするという法律でござ

います。 

  先般、一番上の平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害について特定非常災害及

びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が定められました。今回の東北地方太

平洋沖地震による災害について、特定非常災害として指定するとともに、第２条で、第

３条から第５条までの措置を指定して適用する旨、また第４条に当たりまして、第１条

の特定災害についての第４条第１項の特定義務の不履行についての免責に係る期限につ

いて、本年の６月３０日とすると定められたものでございます。 

  その前の参考ページをご覧いただきたいと思います。この資料は政治資金課から、関

係選挙管理委員会の書記長あてに出された通知でございます。 

  まずは第１段目では、先ほどの政令が閣議決定され、公布・施行されたことを言って

ございます。２段目で、この政令により、履行期限のある法令上の義務が、本来の履行

期限までに履行されなかった場合であっても、平成２３年６月３０日までに履行された

場合は、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされておりますので、標記の件は

収支報告書の提出等の件について、適切に取り扱われるようご留意くださいとするもの

でございます。 

  あわせて、２３年東北地方太平洋沖地震による災害を考慮して、会計帳簿等関係書類

が滅失等した場合について、下記のとおり取り扱われるようお願いしますとして、下記

にこの地震による災害により、政治団体が会計帳簿等関係書類の全部又は一部を滅失又

は紛失等した場合の収支報告書の提出については、事実を確認できるものについてのみ
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記載することとする。この場合において、いわゆる罹災証明書の添付を求める必要はな

いが、完全に記載できない理由を宣誓書に記載する取扱いとすることが適当であるとい

うこととしてございます。 

  また、収支報告書の要旨の公表については、関係書類滅失等のため記載できない旨を

併せて告示をすることとしています。 

  以上のことを前提といたしまして、資料３の表でございます。 

  Ｑ＆ＡのＱとしては、平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害により、政治団体

が会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等または振込明

細書のうち、その一部を滅失し、収支報告書には会計責任者が事実を確認できる支出の

みが記載され、収支報告書に記載されていない支出がある場合、政治資金監査報告書で

はどのように記載すべきかということでございます。 

  回答といたしまして、１段目でございますが、先ほどの通知の内容について引きまし

て、通知が政治資金課から出されたところであると。２段目でございますが、国会議員

関係政治団体の支出のうち、この地震災害により、会計責任者においてその事実を確認

することができず、収支報告書に記載されていない支出がある場合には、政治資金監査

報告書において、政治資金監査報告書の記載例（３）の別記に記載することが適当です。

なお、別記の記載例は下記のとおりといたしまして、「会計責任者が、収支報告書に記載

されていないとしている支出」と書いたらどうかということでございます。 

  以上でございます。 

【上田委員長】  この件につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞご発言

ください。はい、小見山委員。 

【小見山委員】  小見山でございます。文言のことでご質問しますが、東北地方太平洋

沖地震という言葉は、今後もこれを使っていくんでしょうか。東日本という形に統一す

るのではないかと。 

【上田委員長】  はい、参事官。 

【村手参事官】  地震名といたしましては、平成２３年東北地方太平洋沖地震という名

称でございます。これは変わりません。先ほどの政令につきましても、その名称を引っ

張った形で、平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害について、特定非常災害及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令として定めたものでございます。 

  先日の閣議了解におきまして、東日本大震災という呼称が閣議了解をされてございま
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すが、これは震災名としてそう呼びならわしましょうということで、閣議了解が行われ

たものでございます。地震といたしましてはこれを引いてくるのが適当ということで、

こう書きおろしてございます。 

【小見山委員】  はい、わかりました。 

【上田委員長】  よろしゅうございます。何か、ちょっと別の災害があったように見え

ますけれども、法律的に整理すると、気象庁が名付けたのはこっちのほうで、これが一

応、地震名。それから出た災害は、東日本大震災ということ。 

【小見山委員】  わかりました。 

【上田委員長】  ほかに何かございますでしょうか。どうぞ、日出委員。 

【日出委員】  すいません、１点だけ。日出です。事実を確認できる支出についてのみ

記載するということなんですけれども、これは残された領収書とか、あるものだけを書

けばいいと理解してよろしいんですか。 

【上田委員長】  はい、参事官、どうぞ。 

【村手参事官】  できるだけ、支出を証する書面がなくされていても、例えば会計帳簿

があって支出がわかる、支出については確かにこう出したというものであれば、それは

記載していただきたいと考えてございます。その場合は、その支出を証する書面が流出

されたというだけであって、支出については確かにこう支出したということは、公表す

る必要はあるだろうと考えておりますので、わかる範囲で書いていただくということに

なるかと思います。 

【日出委員】  わかりました。 

【上田委員長】  ほかに何かございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【上田委員長】 では、原案どおり決定することといたします。 

  次に第４の議案「登録政治資金監査人の登録者数及び研修等について」、説明を参事官

にお願いします。 

【村手参事官】  それでは資料４に基づきまして、現在の登録政治資金監査人の登録者

数、また研修等の実施状況についてのご報告をさせていただきます。 

  １番の登録状況でございますが、全体で３,８７４名、４月１日までの総登録者数とい

うことでございます。各々、士業ごとの人数もここに示したとおりでございます。 

  裏面に渡りまして、政治資金監査に関する研修の実施状況ということでございます。 
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研修修了者数について、年度別の修了者数を書いてございます。平成２０年度が８１

６名、２１年度が２,６１６名、２２年度が３３８名、合計３,７７０名ということでご

ざいます。 

  ２３年度上半期の開催予定の集合研修を６カ所掲げてございます。また、個別研修に

ついては適宜実施してまいります。 

  ３番、フォローアップ説明会の実施状況ということで、平成２２年度９６６人という

ことで受けていただきました。２３年度上半期の開催予定といたしましては、上記の集

合研修と同じく６カ所で開くということにしてございます。 

 以上でございます。 

【上田委員長】  この件につきまして、ご質問、ご意見ございますでしょうか。よろし

ゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

【上田委員長】  では、本日の議題は以上でございますが、その他の事項につきまして、

事務局から何かありますでしょうか。参事官。 

【村手参事官】  本日の委員会の審議状況については、委員会終了後、８階の会見室に

おきまして、ブリーフィング、記者会見を予定してございます。できれば委員長にして

いただきたいと思っておりますが、ちょっと時間が前後するようでございますので、ご

相談をさせていただきたいと思います。 

  本日の資料につきましても、記者会見の場で配布をさせていただきます。 

  なお、本日の委員会の議事要旨につきましては、各委員のご連絡先に４月６日、水曜

日の夕方ごろに確認のご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【上田委員長】  以上を持ちまして、本日の政治資金適正化委員会を終了いたしたいと

存じます。次回の委員会の開催等につきまして、事務局に説明をお願いします。参事官。 

【村手参事官】  次回の委員会についてでございますが、具体的な日取りにつきまして

は、追って調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【上田委員長】  本日はご熱心にご審議いただきまして、誠にありがとうございました。 


